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 去る５月１８日、栗東市ウイングプラザ４階において、平成２６

年度第1回理事会と第７回通常総会を開催しました。理事会では７

名の理事全員が出席し、総会では約４０名（内書面１６名）の正会

員が出席しました。泉理事長の挨拶の後、松並卓見氏を議長に選出

し、理事会で事前に審議されました「平成２５年度事業報告と決算

報告」「平成２６年度事業計画と活動予算についてそれぞれ報告し、

いずれも承認されました。 

また、定款の中の項目にある、目的及び事業に関する変更につ 

いても同じく承認されました。その結果をもとに、ただちに県に 

認証申請を行いました。 

通常総会後に湖南４市の受託事業である成年後見制度利用 

促進事業の啓発事業として講演会を開催しました。 

最近のご相談で公正証書や遺言・相続に 

関するご相談が増えてきたことや、 

障害がある子の親御さんから、 

親亡き後のご心配の声も多く 

あることから、今回の講演会 

を開催しました。遺言が必要 

な典型的なケースや相続を引 

き継ぐ相続人の順位や割合な 

ど、法律的な知識を学ぶことができまた。 

そして、成年後見制度利用の検討が必要なケースについ 

てのお話では、子どもに障害があり親亡き後を心配する 

ケースの中で、福祉サービスなどの利用契約手続きも子 

どもが成人している場合は本来、親の代理契約は法的に 

は契約締結とは言えないものであることなど、具体的な 

内容を多くいただきました。 
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Ｑ．成年後見制度の申し立てから選任されるまでの期間はどれくらいですか？ 

 

Ａ．精神鑑定や後見人等候補者の有無によって、選任されるまでの期間は異なります。 

精神鑑定無し・後見人等候補者有りでの申し立てでは１０日間程で審判が下りたケースも 

あれば、精神鑑定有り・後見人等候補者無しの申立では半年間程かかったケースもあります。 

また、後見人等に選任されると家庭裁判所から「審判書」が郵送されます。 

審判書が届いてから２週間後に確定となります。 

 

 

Ｑ．成年後見人等が選任された後はどのくらい費用がかかりますか？ 

 

Ａ．後見報酬の額は、管理している財産の額や後見事務の難易などを総合的に検討し、そ

れぞれのケースごとに家庭裁判所が決めます。 

また、報酬は被後見人等の財産から支払うことになります。 

※報酬は、家庭裁判所に「成年後見人に対する報酬の付与」を申し立てた上で認められた 

際に受け取ることができます。管理している被後見人等の財産から勝手に受け取ることは

できません。 

その他、ご本人を支援するうえでの実費として、例えば面会に行った際の交通費や申請手

続き時の手数料や郵送代などがあります。これらの実費も被後見人等の財産から受け取る

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者・高齢者の権利擁護や成年後見制度について 

勉強したい等のご要望があれば、もだまが皆様方と一 

緒に研修会や勉強会をさせていただいております。 

（湖南 4市にある概ね 10名以上の組織・団体を対象） 

これまでは高齢者施設や障がい者の作業所、家族会な 

どの当事者関係からの要請が主でしたが、昨年度末か 

ら今年度に入り、民生委員や町内会など地域や市民の 

方々からのご依頼が増え、少しずつ成年後見制度が周 

知され始めていることにとても嬉しく思います。  

研修会、出前講座のご要望がありましたら、ご連絡 

ください。 
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滋賀県では、各圏域ごとに権利擁護センターの設置をめざした取り組みがなされてき 

ましたが、これまでの大津市のＮＰＯ法人あさがお、高島市成年後見サポートセンター、 

湖南圏域のもだまに加え、昨年度は甲賀・湖南成年後見センターぱんじー、今年度は長 

浜市成年後見・権利擁護センターが立ち上がりました。 

このような動き中で、去る６月１１日に滋賀県社会福祉協議会からの呼びかけで、県 

内の権利擁護センターネットワーク会議が開催され８団体が参加しました。この会議は、 

各団体の取り組み、権利擁護システムの構築や今後の展開に向けた情報・意見交換を目 

的に開催され、初回の会議では、自己紹介と各団体の活動紹介、法人後見の取り組みや 

なんでも相談会についての情報・意見交換がありました。なんでも相談会の実施経験が 

ある「あさがお」さんや「ぱんじー」さんから、相談者（相談する人）、相談員（相談 

を受ける人）、地域のメリットの説明があり、この相談会が今後の権利擁護システムを 

構築していく上でも土台となることが認識できました。 

もだまも今年度の新規事業としてなんでも相談会を開催する予定であり、参加団体の 

皆様にご協力をお願いするいい機会にもなりました。 

今後、この会議は権利擁護センターネットワーク連絡会議として、年３回程度開催す 

ることや事務局を各団体が持ち回りとすることが決定され、次回は東近江圏域で開催さ 

れることになりました。 

 

 

  福祉新聞（H26.6.30発刊）より 

もだまに寄せられるご相談の中に

精神科病院に長期入院者の高齢化

に伴い、介護が必要な状態になっ

ていくため施設入所契約などのた

めに後見人が必要とするケースや

入退院を繰り返しながら、地域生

活を送っている方で病状が悪化し

ている時の行動により、契約行為

の代理や契約取り消しが必要なケ

ースなどがあります。 

地域移行の推進が活発化していく 

中で、退院に向けての準備の一つ

として、精神障がい者の権利擁護

支援が必要であるように感じてい

ます。 

成年後見制度における身上監護の 

中でご本人の居住地確保がありま

すが、第一にご本人の意思を尊重した上で決定をします。今回の記事を見て、

地域移行が先立つことなく、ご本人の居住地確保の選択肢が一つでも拡がる

よう、当事者の声に耳を傾けた社会資源の整備やサービス構築を目指してい

ただきたいと思っています。 

 

 



 

山本理加です 
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「もだま」の活動趣旨にご賛同いただきたく会員募集をしています。 

個人、団体、企業を問わず広く皆様の入会を心よりお待ちいたしております。 

 

  

 

 

ご入会・ご支援の申込みは、所定の振込用紙がありますので事務局までご連絡下さい。 

 

 ●正会員年会費●          ●賛助会員年会費● 

個人 1口  ３，０００円      個人 1口 ２，０００円 

団体 1口 １０，０００円      団体 1口 ５，０００円 

 

★会員募集★ 

Ａ子さんは７０歳代の女性で、意識障害がありコミュ二ケーションが取れません。今の症状 

になられてから数年になります。面会時に耳元で声を掛けると聞こえているのか、大きな目を見 

張られるように感じます。看護や介護は本人に合った体位や回りの状態に気配りをしていただい 

ていることに、頭の下がる思いをしています。 

以前は介護施設で生活をされて、その中では比較的お若いため、他の利用者の方と「生まれた時代が違う

ので、話が合わない」と話されていましたが、ご病気もあり在宅での生活は困難なため施設で生活していた

だいていました。お元気な頃に医療の希望をお聞きすると、「管をいっぱいつないで生かされるのは 

あまり好まない」と言われました。 

また、自分は一人っ子で親族は居ないと話されていましたが、戸籍調査で御兄弟が 

おられることが分かり連絡を取りましたが、長年の音信不通から支援・協力はできないと 

言われました。現在の治療も主治医の判断で、その症状に応じ治療をしていただくよう 

お願いをしています。私たちは面会をしたり治療の内容を確認させていただきながら 

必要な支援をさせていただこうと考えています。 
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